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規

則

(

第
三
十
七
号)

○
福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

都
市
計
画
課)

一

告

示

(

第
千
百
二
十
五
号)

○
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

林
業
振
興
課)

一

選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部

改
正

(
市
町
村
支
援
課)

一

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
三
十
七
号

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項

第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
及
び
第
十
五
号
ニ
、
第

六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
及
び
第
十
五
号
ニ｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六

号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
事
業
主
体
の
欄
中

｢特
定
間
伐
等
促
進
計
画
｣

の
次
に

｢
(以
下
､
｢特
定
間
伐
等
促
進
計

画
｣
と
い
う
｡
)
｣

を
加
え
、
同
表
事
業
の
規
模
の
欄
中

｢､
森
林
法
施
行
令
｣

を

｢及
び
森
林
法
施

行
令
｣

に
改
め
、

｢及
び
間
伐
等
促
進
法
に
規
定
す
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
間
伐
等
を
実

施
す
る
者
｣

を
削
り
、

｢0.5ヘ
ク
タ
ー
ル
｣

の
次
に

｢
(特
定
間
伐
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
間
伐
等

を
実
施
す
る
場
合
は
0.1ヘ

ク
タ
ー
ル
)
以
上
､
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
間
伐
等
を
実
施
す

る
者
が
事
業
主
体
の
場
合
に
は
0.1ヘ

ク
タ
ー
ル
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
は

、
平
成
二
十
一
年
度
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
七
月
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

一

病
院

田
川
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

一

病
院

京
都
郡
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。
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